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上記審査請求人から、平成２５年１２月３０日付けで提起された生活保護法

(昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第６３条の規定に基づき

山口市福祉事務所長（以下［処分庁」という。）が行った費用の返還決定処分

（以下「本件費用返還決定処分」という。）に関する審査請求及び平成２６年

１月２２日付けで提起された法第２５条第２項の規定に基づき処分庁が行った

生活保護変更決定処分（以下「本件保護変更決定処分」という。）に関する審

査請求について、次のとおり裁決します。

主 文

’ 本件費用返還決定処分を取り消す。

本件保護変更決定処分のうち、障害者加算に係る保護の変更の時期を平成

２５年１２月１日とした部分を取り消す。

審査請求の要旨
､

１審査請求人は、処分庁が平成２５年１２月２日付けで行った本件費用返還



決定処分の取消しを求め、その理由としておおむね次のように主張する。

（１）処分庁は、本件費用返還決定処分に当たり、法第６３条及び「生活保護

行政を適正に運営するための手引について」（平成１８年３月３０日社援

保発第0330001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「手

引」という。）に定める手続を正しく履践しておらず、違法である。

（２）処分庁は、障害共済年金の支払開始日に資力が発生するものとして本件

費用返還決定処分を行っているが、障害共済年金の裁定を受ける前には、

資力として保有していた財産は現実には全くないのであるから､過去に遡

って現実に収入があったとして行った本件費用返還決定処分は違法であ

る。

典(3)本件費用返還決定処分の内部的な成立は平成２５年１２月２日であるの
夢
蓑に､処分庁が審査請求人に告知をしたのは同月26日であり､告知が過度
〕に遅滞している。また、本件費用返還決定処分の返還期限は同月３，日で

あり､弁済の準備等を考慮すると十分な日数があるとは言えない。よって、

本件費用返還決定処分の返還期限は､告知の遅滞によって妥当性を欠く違

法な内容となっている６少なくとも履行期の変更が必要である。

（４）遡及支給された障害共済年金は、平成２６年７月の司法書士試験に合格

するためにく新しい六法､基本書、過去間集などの購入費用に充てた。そ

のため、本件費用返還決定処分の適正な返還額が決定しても、一括返済は

困難であるから、分割弁済について考慮されるよう補足する。

２審査請求人は、処分庁が平成２５年１２月３日付けで行った本件保護変更

決定処分のうち、障害者加算に係る保護の変更の時期を同月１日とした部分

の取消し又は同年７月１日との変更を求め、その理由としておおむね次のよ
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うに主張する。

審査請求人の障害共済年金の受給認定月は平成２５年６月であるから、同

年７月１日から障害者加算を受給する資格がある。

裁 決 の 理 由

１当庁が調査したところによると、次に掲げる事実が認められる。

､ら､審査請求人､雪及び雪のヨ購篝 |ヵ(1)処分庁は、

人世帯の生活保護を開始したこと。

(2)平成２５年５月２９日、審査請求人は処分庁を訪問し、処分庁職員に対

して、主治医から障害年金の受給ができ、遡及分は５年分あると話があっ

たとの申告をしたこと。
Ｉ -

ｉ処分庁職員は、障害共済年金が遡及支給された場合には支給済の保護費

は返還となるとの説明をしたところ、審査請求人から「それなら障害共済

年金はなくても良いかも］との発言があったことから、生活保護制度上、

障害共済年金の手続が必要な旨を説明し、指導したこと。

(3)平成25年５月30日､処分庁職員は審査請求人宅を訪問し､雲に対し
て、審査請求人の障害共済年金の手続を行うこと、手続に必要な診断書作

成料は保護費で対応可能であることを説明したこと。

(4)平成２５年６月１0日、処分庁は、審査請求人の年金診断書に係る請求

書を受領したこと。

(5)平成２５年８月２８日審査請求人は処分庁を訪問し、処分庁職員に対

して、まだ精神障害者保健福祉手帳の交付がないとの申告をしたこと。

また、処分庁職員は、審査請求人に対して、障害共済年金が遡及支給さ
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れた場合には、保護費について一括返還になるとの説明をしたこと。

'61平成25年ｕ月？日､■ま処分庁を訪問し､処分庁職員に対して年金
証書を提出したこと。なお、年金証書によると、年金の種類は障害共済年

金､受給権発生年月は平成25年６月､障害等級は■級■号であること。
また､処分庁職員は､■こ対して､障害共済年金が遡及支給されるので

保護費について返還になるとの説明をしたこと。

'7)平成25年'Ⅱ月｣ｮ日､■は処分庁を訪問し､処分庁職員に対して年
金支払通知書を提出したこと。なお、年金支払通知書によると、支払日は

同月１２日、支給額は３５３，０７４円であること。

また､処分庁職員は､■こ対して､支給額3‘3,.γ4円は返還にな
1,るとの説明をしたこと。
is)平成25年ｎ月26貝､処分庁は､処分庁内でｹーｽ診断会議を実施
’し、障害共済年金の遡及支給分３５３，０７４円全額について法第６３条

の適用を決定したこと。

(9)平成２５年１２月２日、処分庁は､本件費用返還決定処分を行ったこと。

なお、同日付の費用返還命令書には§以下の内容が記載されてしたこと。
・返還を要する金額

３５３，０７４円

・決定の理由

障害共済年金遡及分（平成２５年７月～９月分）の認定による。
・返還の方法及び期限

平成２５年１２月末日までに、全額一括返還とする。
ノ

、平成２５年１２月３日、処分庁は､本件保護変更決定処分を行ったこと。
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なお、同日付の保護決定（変更）通知書には、以下の内容が記載されてい

たこと。

・保護の変更の時期

平成２５年１２月１日

・保護を変更した理由

■さんの共済年金障害の認定による(]16,‘9｣円)。
■さんの障害者加算ｱの認定による(24,‘?0円)。

伽平成２５年１２月２５日、処分庁職員は審査請求人宅を訪問したが、不

在であったことから、「先日の費用返還（￥３５３，０７４）について、

書類ができました」との連絡事項を記載した連絡菱を投函したこと。
運 墓 驫 ;渚1蕊
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額と相殺してもらいたいと述べたこと。なお、領収書は既に破棄している

との申告があったこと。

２以下、審査請求人の主張について判断する。

（１）審査請求の要旨の１の(1)について

ア手引のⅣの１の(2)によれば、法第６３条の費用返還額については、原

則として当該資力を限度として支給した保護金品の全額を返還額とすべ

きであるが、こうした取扱いを行うことが当該世帯の自立を著しく阻害

すると認められるような場合については、実施要領等に定める範囲にお

いてそれぞれの額を本来の要返還額から控除して返還額と決定する取扱

いとして差し支えないこととしているので、ケースの実態を的確に把握



し、場合によってはケース診断会議を活用したうえ、必要な措置を講じ

るとされている。

すなわち、法第６３条に基づく費用返還については、原則、全額を返

還対象とするが、全額を返還対象とすることによって当該被保護世帯の

自立が著しく阻害されると認められる場合は、自立更生等の額を返還額

から控除して差し支えないとするものである。

イところで、遡及して受給した年金収入にかかる自立更生費の取扱いに

ついては､「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」

（平成２４年７月２３日社援保発０７２３第１号厚生労働省社会･援護

局保護課長通知。以下「費用返還等通知」という。）の２の(1)のイにお

いて、次のように定められている。

年金を遡及して受給した場合の返還金から自立更生費等を控除する
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ことについては、定期的に支給される年金の受給額の全額が収入認定さ

れることとの公平性を考慮すると、その他のものと同様の考え方で自立

更生費等を控除するのではなく、厳格に対応することが求められる。

そのため、遡及して受給した年金収入については、次のように取り扱

うこと。

(ｱ）保護の実施機関は、被保護世帯が年金の裁定請求を行うに当たり、

遡及して年金を受給した場合は、以下の取扱いを説明しておくこと。

①資力の発生時点によっては法第６３条に基づく費用返還の必要

が生じること

②当該費用返還額は原則として全額となること

③真にやむを得ない理由により控除を認める場合があるが、事前に

､



保護の実施機関に相談することが必要であり、事後の相談は、傷病

や疾病などの健康上の理由や災害など本人の責めによらないやむ

を得ない事由がない限り認められないこと

（ｲ）原則として遡及受給した年金収入は全額返還対象となるとした趣旨

を踏まえ、当該世帯から事前に相談のあった、真にやむを得ない理由

により控除する費用については、保護の実施機関として慎重に必要性

を検討すること。

（ｳ）資力の発生時点は、年金受給権発生日であり、裁定請求日又は年金

．受給日ではないことに留意すること。

ウこれを本件についてみてみると、処分庁は、審査請求人が障害共済年

駕琵､弐駕鰯雲駕
綱明をした事実は確認できない。

この点について、処分庁は、弁明書において、遡及年金については一

括返還になる旨を説明し､審査請求人及び■は了解しているうえ､審査
請求人及び■から｢世帯の自立を著しく阻害すると認められる｣事情に
ついての相談はなかったと弁明している。

エしかしながら、審査請求人は、反論書において、処分庁から事前に調

査等があれば、「参考書等」の購入費について技能習得費に当たらない

かの判断又は返還額から一定額の控除が認められないか等の相談ができ

たと反論している。‘
一般的にみても、遡及して年金を受給した場合の自立更生費の取扱い

について、処分庁が被保護者世帯に説明していなければ、生活保護制度
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を熟知していない当該被保護者が事前に相談することは困難であると考

えられる。この場合、処分庁においては、「本人の責めによらないやむ

を得ない事由」があるとして、事後の相談の場合に準じて取り扱うべき

であると解される。
-̅ー以上のことから、本件費用返還決定処分には、遡及して受給した年金

収入にかかる自立更生費の取扱いにかかる事務に不適切な点があったと

の批判を免れず、取り消されるべき違法又は不当があると認められる。

（２）審査請求の要旨の１の(2)について

法第６３条の規定によれば被保護者が、急迫の場合等において資力が

あるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した

篭
のために活用できない事情にある場合にとりあえず保護を行い、資力が換

金されるなど最低生活に充当できるようになった段階で既に支給した保護

金品との調整を図ろうとするものである。

さらに、上記(1)のイで既に述べたとおり、費用返還等通知の２の(1)のイ

の規定によれば､遡及して受給した年金収入について、資力の発生時点は、

年金受給権発生日であり、裁定請求日又は年金受給日ではないとされてい

る。

これを本件についてみてみると、処分庁は、法第６３条及び費用返還等

通知の２の(1)のイの規定に基づき、障害共済年金の受給権発生日を資力の

発生時点とし、障害共済年金が遡及支給された日を資力が換金された時点
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として、この間は「資力があるにもかかわらず保護を受けた」状態に当た

ると認定している。そして、障害共済年金の遡及支給額が、当該期間に支

給した保護費の範囲内であることから、障害共済年金の全額を返還額と定

め本件費用返還決定処分を行っている。

この点について、審査請求人は、障害共済年金の裁定を受ける前には、

資力として保有していた財産は現実には全くないのであるから、過去に遡

って現実に収入があったとして行った本件費用返還決定処分は違法である

と主張する。

しかしながら、年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する

,i月の翌月から支給されることとなっているが､裁定に日時を要した場合に麓篁駕鴬:圭鴬
していたものとされている。したがって、この場合､年金受給権が生じた

日から法第６３条の返還額決定の対象となる資力が発生したものとして取

り扱うこととなるのである。

以上のことから、本件費用返還決定処分において、障害共済年金の受給

権発生日を資力の発生時点として遡って返還を求めた点については、違法

又は不当があるとはいえない。

したがって、審査請求人の主張には理由がない。

ところで、審査請求人は、反論書において、年金受給権．申請権は一身

専属的なものであり、処分庁といえども強制したりできる筋合いにないと

主張しているので、この点について以下のとおり補足しておく。

法第４条第１項の規定によれば、保護は､生活に困窮する者が、その利

／
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用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持の

ために活用することを要件として行われることとされている。ここでいう

「資産、能力その他あらゆるもの」には、社会保険制度に基づく保険給付、

恩給、その他最低生活の全部又は一部に充足し得る諸制度による給付又は

扶助が当然に含まれると解され、それらが利用し得るものである限り、そ

れを活用することは、保護を受給する前提となるものである。

したがって、審査請求人が障害共済年金の裁定申請を行い、受給するこ

とは、資産、能力その他あらゆるものの活用に当たるものであるから、処

分庁には、審査請求人が障害共済年金の裁定申請を行うよう助言、指導を喜;患分に係る履行卯変更を求めてⅧ
扇＝

しかし、履行期については、本件費用返還決定処分を取り消す本裁決に

基づいて行われる処分庁の決定の中で､改めて判断されるべきことである。

したがって、審査請求人の主張には理由がない。

（４）審査請求の要旨の１の(4)について

審査請求人は、本件費用返還決定処分に係る返還金の返還方法として、

分割弁済を考慮するよう求めている。

ところで､債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることについてば、

地方自治法施行令（昭和２２年５月３日政令第１６号）第１７１条の６に

おいて定められており、処分庁は、この規定に基づき履行延期の特約を行

うかを判断することとなる。つまり、履行延期の特約は、法に基づき行わ

れるものではなく、本件費用返還決定処分とは直接関係ないものであるか



ら、当庁で何らかの判断をすることはできない。

したがって、審査請求人の主張には理由がない。

(5)審査請求の要旨の２について

「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月１日社発

第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。）第７の２の

(2)のエの(ｳ)によれば､保護受給中の者について、月の中途で新たに障害者

加算を認定し、又はその認定を変更し若しくはやめるべき事由が生じたと

きは、それらの事由の生じた翌月から加算に関する最低生活費の認定変更

を行うこととされている。

また、．｢生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日厚生労働省劃ｉ
割社会･援護局保護課長事務連絡｡以下｢問答集｣という。）第７の問１７割１
曇によれば､加算の認定に限らず最低生活費の認定は､一般に本人の申告、

届出が中心となって行われるべきものであり、月の中途で、加算の要件に

該当する者からの申告届出があり、これらの者を発見した場合は、翌月の

初日から加算を計上すれば足りるとされている。

これを本件についてみてみると、処分庁は、局長通知第７の２の(2)のエ

の(ｳ)及び問答集第７の問１７に基づき､年金証書の届出のあった日の翌月

の初日である平成２５年１２月１日から障害者加算を認定し、本件保護変

更決定処分を行っていることが認められる。

ところで、「生活保護法による保護における障害者加算等の認定につい

て」（昭和40年５月14日社保第284号厚生省社会局保護課長通知。

以下「障害者加算通知」という。）によれば、生活保護法による保護にお

ける各種加算（放射線障害者加算を除く。）の対象とすべき障害者の認定

運港嶬蝿
＝



は、必ずしも当該障害者を支給要件とする年金又は手当（以下「関連年金

等」という。）における裁定又は請求をまって行うべきものではないとさ

れている。

そして、関連年金等の裁定等を受けていない障害者から加算についての

申告があったときは、関連年金等の受給に必要な手続をとるよう指示する

とともに、保護の実施機関として加算の適否を認定する必要があると認め

られる者については、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、指

導相談所、精神保健福祉センターその他実施機関の指定する医師の診断に

より認定を行うこととされている。

のの、加算の適否について医師の診断等により認定を行っていないことが

､ 認 め ら れ る 。 - 』

また、障害共済年金の受給権発生年月は、いわゆる障害認定日であるの

で､審査請求人の年金証書の受給権発生年月が平成２５年６月であったと

いうことは､少なくともこの時点では障害年金に該当する障害があったと

客観的に証明される。つまり、処分庁が、障害者加算通知に定めるところ

により､平成２５年６月１０日に年金診断書に係る請求書を受領した際に、

当該診断書を徴取したり障害者加算の認定のための検診命令を行ったりし

てさえいれば、局第７の２の(2)のエの(ｳ)及び問答集第７の問１７に基づ

き、医師の診断書の届出のあった日の翌月の初日である同年７月１日付け

で障害者加算を認定できていたことは間違いない。
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以上のことから、本件保護変更決定処分には、障害者加算の認定にかか

る事務に不適切な点があったとの批判を免れず、取り消されるべき違法又

は不当があると認められる。

なお、保護の遡及変更は、一旦決定された行政処分をいつまでも不確定

にしておくことは妥当ではない等の理由により、２か月程度（発見月及び

その前月分まで）と考えられており、現時点では平成２５年７月１日まで

遡及して変更することはできないところである。

しかしながら、処分庁の事務の暇疵により本来支払うべき保護費を支払

っていなかった場合、処分庁から厚生労働省へ協議の上、追加支給するこ

とも可能とされているところである。

れ菫駕駕震
割

を行うべきであると考える。

(6 )結論

以上のことから、本件費用返還決定処分及び本件保護変更決定処分に関

する審査請求については、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）
・第40条第３項の規定を適用して＄主文のとおり裁決する６

連濁寮幽
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